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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰＣ橋梁の張出架設工法に用いられる主桁を架設するための左右の移動作業車が設置可
能な橋脚の柱頭部であって、橋脚直上に設けられる橋脚直上部分と、この橋脚直上部分か
ら橋軸方向に張り出す張出部分から構成される柱頭部の施工方法において、橋脚直上部分
を現場打設コンクリートで先に築造し、張出部分をプレキャストコンクリートブロックで
予め製作しておき、間詰部に使用する型枠を予め取り付けておいた前記プレキャスト張出
部分を前記橋脚直上部分への接合位置まで移動させ、前記橋脚直上部分と前記プレキャス
ト張出部分との間に設けられた前記間詰部で鉄筋やＰＣ鋼材シース管などの接続を行いコ
ンクリートを打設して接合することを特徴とする柱頭部の施工方法。
【請求項２】
　ＰＣ橋梁の張出架設工法に用いられる主桁を架設するための左右の移動作業車が設置可
能な橋脚の柱頭部であって、橋脚直上に設けられる橋脚直上部分と、この橋脚直上部分か
ら橋軸方向に張り出す張出部分から構成される柱頭部の施工方法において、橋脚直上部分
を現場打設コンクリートで先に築造し、張出部分をプレキャストコンクリートブロックで
予め製作しておき、プレキャスト張出部分を前記橋脚直上部分への接合位置まで移動させ
、前記橋脚直上部分と前記プレキャスト張出部分との間に設けられた前記間詰部で鉄筋や
ＰＣ鋼材シース管などの接続を行いコンクリートを打設して接合する柱頭部の施工方法で
あり、前記プレキャスト張出部分の製作は、橋脚下地盤上の前記移動作業車の組立スペー
スで行うとともに、型枠・支保工は前記移動作業車内に設置する張出架設工法の型枠・支
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保工の一部を利用することを特徴とする柱頭部の施工方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＰＣ（プレストレストコンクリート）橋の張出架設工法に適用される柱頭部
の施工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＣ橋の施工方法として、移動作業車による張出架設工法が一般に知られている。この
種の施工方法は、図４に示すように、橋脚１の上に柱頭部２を築造し、この上に左右の移
動作業車Ｗを設置し、この移動作業車Ｗを前方に順次送り出して主桁３を架設するもので
ある。柱頭部２の橋脚直上部分２ａから橋軸方向の左右に張り出す張出部分２ｂは主桁の
一部を構成し、この主桁の既設部分２ｂから隣接する区分に張り出すように移動作業車Ｗ
を設置し、この移動作業車Ｗの先端部において、型枠の組立、鉄筋の組立、ＰＣ鋼材の配
置、そしてコンクリート打設・養生を行って１ブロックずつ施工するものである。
【０００３】
　この施工方法では、先ず、柱頭部２から施工が開始される。従来、この柱頭部２の施工
は、移動作業車は使用せずに、図５に示すように、橋脚１の頂部付近の両側にブラケット
支保工５０を組み立て、このブラケット支保工５０の上に枠組総支保工５１を組み立てて
実施し、柱頭部２の橋脚直上部分２ａと左右の張出部分２ｂを現場打設コンクリートによ
り築造していた。
【０００４】
　また、柱頭部２の施工において、型枠の設置範囲は、底面・側面について組み立て、底
版部分２ｂ１の上面はコンクリート表面を平滑に均す必要より、型枠を設置しない方法が
通常とられている。また、柱頭部２の型枠は、移動作業車による張出架設工法のように繰
り返し作業とならないため、型枠は一回使いの場合が多く、その型枠材質も木製型枠が使
用されるのが通常である。
【０００５】
　なお、本発明の柱頭部の施工に関連する先行技術文献として特許文献１～４がある。特
許文献１の発明は、波形鋼板ウェブ橋の張出架設工法における柱頭部の施工方法であり、
柱頭部の横桁部分と左右各１ブロック分の張出部分の波形鋼板ウェブ連結体を橋脚上に設
置し、橋脚直上部分のコンクリートと左右各１ブロック分の張出部分の下床版コンクリー
トを施工し、柱頭部の構築作業を簡易化するものである。
【０００６】
　特許文献２の発明は、柱頭部の構築方法及び架設作業車であり、橋脚上に小面積の柱頭
部(橋脚直上部分)を構築し、この上に左右の張出架設作業車を入り組ませて設置し、この
作業車を用いて柱頭部の左右の橋体(張出部分)を張り出し施工し、柱頭部の大きさを小さ
くし、橋脚側面に設けるブラケットを不要とするものである。
【０００７】
　特許文献３の発明は、プレキャスト柱頭部及び橋脚柱頭部の施工方法であり、プレキャ
スト柱頭部(橋脚直上部分と左右の張出部分)を下床版と上床版とウェブで構成し、その下
部開口部に、橋脚の頭部から突出した橋脚用種鉄筋を貫通させ、コンクリートを打設して
橋脚とプレキャスト柱頭部を一体化させ、工期の短縮を図るものである。
【０００８】
　特許文献４の発明は、ＰＣ斜張橋の柱頭部の施工方法であり、橋脚の頂部に移動作業車
を橋脚頂部の支保工ブラケットと主塔の斜材とで仮支持して設置し、この移動作業車を作
業足場として柱頭部を施工し、支保工材の低減と工期の短縮を図るものである。
【０００９】
【特許文献１】特開２００５－１７１５２１号公報
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【特許文献２】特開２００４－２１８３１６号公報
【特許文献３】特開２００３－３２８３２０号公報
【特許文献４】特許第２５５０８４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来のブラケット支保工と枠組総支保工により柱頭部の橋脚直上部分と張出部分を現場
打設コンクリートで一体築造する方法では、次のような課題があった。
【００１１】
　（1）ブラケット支保工は、相当広い規模に組み立てる必要があり、大量の支保工材を
必要とするため、支保工材料費が嵩み、また、その組立て及び解体に多くの手間がかかり
、工期の長期化が避けられない等の課題があった。
【００１２】
　（2）柱頭部の橋脚直上部分は、通常、鉄筋が高密度に配置されていることから、コン
クリートの充填性を高めるために、なるべく流動性の高い生コンクリートを打設したいと
ころであるが、柱頭部の左右の張出部分における底版部分は、その上面に型枠を設置して
いないため、流動性の高い生コンクリートでは、底版部分でコンクリートが溢れて、止ま
らなくなってしまう。これを解消するために生コンクリートの流動性を微妙に管理しなが
ら施工するが、橋脚直上部分でコンクリートの流動性が不足して充填不足などの欠陥が出
やすい施工方法であった。
【００１３】
　（3）型枠材は、木製型枠による１回使いの例が多く、経済性に劣るなどの課題があっ
た。
【００１４】
　本発明は、上記の従来技術の課題を解決すべくなされたもので、ＰＣ橋の移動作業車に
よる張出架設工法に適用される柱頭部の施工において、大規模なブラケット支保工及び枠
組総支保工を不要とすることができ、また柱頭部の左右張出部の床版部分におけるコンク
リートの溢れ出しを解消することができ、欠陥の少ない柱頭部を短期間に低コストで安全
に構築できる柱頭部とその施工方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明における柱頭部は、ＰＣ橋梁の張出架設工法に用いられる移動作業車が設置可能
な橋脚の柱頭部であって、橋脚直上に設けられる現場打ちコンクリートからなる橋脚直上
部分と、鉄筋やＰＣ鋼材シース管などが配される間詰部を介して前記橋脚直上部分から橋
軸方向に張り出されるプレキャスト張出部分から構成される柱頭部である。そして、この
柱頭部の施工方法は、前記橋脚直上部分を現場打設コンクリートで先に築造し、張出部分
をプレキャストコンクリートブロックで予め製作しておき、先に築造してある前記橋脚直
上部分に間詰部を介して前記プレキャスト張出部分を接合することを特徴とする柱頭部の
施工方法である（図１～図３参照）。
【００１６】
　本発明は、移動作業車を用いた片持ち張出架設工法（図４参照）を行うＰＣ橋梁、例え
ばＰＣ桁橋やＰＣ斜張橋などに適用される。また、平面的な斜角を持った橋（平面的に橋
脚が橋軸直角方向に対して10°～30°程度回転してずれている場合）にも適用が可能であ
る。橋脚と柱頭部とは剛結されるほか、両者の間に支承が設置される場合もある。
【００１７】
　本発明の柱頭部の施工方法は、上記の通り、柱頭部を橋脚直上の橋脚直上部分とこれに
隣接する張出部分を分割して施工することを基本とし、橋脚直上部分は現場打設コンクリ
ートで先に築造し、張出部分はプレキャストコンクリートブロックとして予め製作してお
き、現場打設コンクリートの橋脚直上部分とプレキャスト張出部分とを間詰部を介して接
合することにより左右の移動作業車を設置可能な柱頭部を形成するものである。
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【００１８】
　先に築造される橋脚直上部分は、橋脚を施工した時に設置してある足場をそのまま上へ
延長し、床版部分（床版張出部）は簡易なブラケット支保工を設置するだけで、築造する
ことができる。（1）橋脚直上部分の施工に際して、施工エリアが確保され、足場を付け
足すだけであるため、従来のブラケット支保工を施工する時のような足場の改造が不要と
なり、工程の短縮及びコストの低減が可能となる。（2）柱頭部のうち、橋脚直上の橋脚
直上部分を先に現場打ちで築造することにより、従来のような主桁の最初の部分を構成す
る張出部分の底版部分へのコンクリートの溢れ出しが無くなるので、高密度に配置された
鉄筋に適した流動性の高い生コンクリートを適用できるので、コンクリートの充填性が向
上し、欠陥の少ない施工が可能となる。
【００１９】
　プレキャスト張出部分は、プレキャストセグメント工法における主桁セグメントより大
きく、また、単品生産であることなどから、橋脚下の吊りビームの直下付近で製作するの
が好ましい。河川や急傾斜地であっても、移動作業車の組立てスペースを橋脚直下に確保
・整地するため、そのスペースを利用してプレキャスト張出部分の製作は可能である。ま
た、橋脚直下に限らず、別のスペースや特別な製作ヤードで製作してレール等で橋脚直下
まで運ぶなどすることもできる。
【００２０】
　（1）このプレキャスト張出部分は、プレキャストブロック化して吊り上げることがで
きるため、従来のブラケット支保工及びブラケット支保工上の枠組総支保工の施工が省略
できるため、工程の短縮及びコストの低減が可能となる。（2）プレキャスト張出部分は
、吊り上げ位置の直下あるいは吊り上げ位置に移動可能な現場内で予め製作しておくこと
が可能となるので、型枠、鉄筋、ＰＣ鋼材、及びコンクリートの打設・養生の工程を短縮
することができる。（3）プレキャスト張出部分の製作に使用する型枠・支保工に、移動
作業車内に設置する張出架設工法用の型枠・支保工を転用することが可能となり、コスト
の低減が可能となる。（4）プレキャスト張出部分の施工は、地盤上での施工となるので
、作業の安全性が向上すると共に、高所におけるクレーン作業が減少するので、強風によ
る現場休止が減少し、稼働率が向上する。
【００２１】
　本発明の柱頭部の施工方法では、上記の通り、現場打設コンクリートからなる橋脚直上
部分とプレキャスト張出部分とを間詰部を介して接合することを特徴とする（図１参照）
。
【００２２】
　橋脚直上部分とプレキャスト張出部分とをプレキャストセグメント工法のように構造用
接着剤で接合することも可能であるが、柱頭部には鉄筋が高密度に配置されていることか
ら、間詰部（0.5～1.0ｍ程度）を設け、この間詰部で鉄筋やＰＣ鋼材シース管などの接続
を行い、コンクリートを打設して接合するのが好ましい。設計的にはプレキャストセグメ
ント工法に該当せず、鉄筋継手分の鉄筋量の増加のみを考慮すれば、適用可能となる。間
詰部に使用する型枠や安全設備はプレキャスト張出部分に予め取り付けておくことができ
る。
【００２３】
　また、本発明の柱頭部の施工方法においては、橋脚の施工に用いた足場を上方に延長し
て橋脚直上部分を築造することが好ましい（図２参照）。
【００２４】
　橋脚直上部分の築造に、橋脚の施工に用いた足場を利用する場合であり、施工エリアが
確保され、足場を付け足すだけであるため、従来のブラケット支保工を施工する時のよう
な足場の改造が不要となる。
【００２５】
　また、本発明の柱頭部の施工方法では、橋脚直上部分の上に橋軸方向に張り出す架設ビ
ームを設置し、この架設ビームに設けた吊上げ装置によりプレキャスト張出部分を橋脚直
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上部分の高さ位置まで吊り上げ、橋脚直上部分への接合位置まで水平移動させることも特
徴とする（図３参照）。
【００２６】
　このプレキャスト張出部分の吊り上げ方法の一例としては、橋脚直上部分にアンカーで
固定した架設ビーム上に、吊上げ装置、盛替え装置、横移動装置を設置し、プレキャスト
張出部分を吊り上げ、盛り変えた後、定位置まで引き込む。プレキャスト張出部分を先に
施工済みの橋脚足場の外側で吊り上げて橋脚直上部分に接合することができ、吊り上げの
ために足場を解体する必要が無く、工程の短縮及びコストの低減が可能となる。
【００２７】
　また、橋脚と柱頭部の間に支承が設置される構造の場合、仮支承コンクリートと仮固定
アンカーが施工されるが、この場合、橋脚直上部分の上部に架設される架設ビームのアン
カーは、この仮固定アンカーに接続することで代用することができる。
【００２８】
　また、プレキャスト張出部分の製作では、前述したように、その型枠に移動作業車の型
枠部材の一部を利用することができるが、この場合、プレキャスト張出部分の吊り上げ時
に、移動作業車内に設置する張出架設工法の型枠・支保工をプレキャスト張出部分と同時
に吊り上げることができる。これにより、本発明の柱頭部施工の後施工となる移動作業車
の組立工程を短縮することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明は、以上のような構成からなるので、次のような効果が得られる。
【００３０】
　（1）柱頭部の橋脚直上部分を現場打設により先に施工しておき、プレキャストブロッ
ク化した張出部分を接合するようにしているため、従来のような大規模なブラケット支保
工及び枠組総支保工を不要とすることができ、大幅な工期の短縮及びコストの低減、安全
性の向上が可能となる。
【００３１】
　（2）柱頭部のうち橋脚直上部分を現場打ちで築造することにより、従来のような張出
部分の底版部分へのコンクリートの溢れ出しを考慮せずに適切な流動性を有する生コンク
リートを使用できるので、コンクリートの充填性が向上し、欠陥の少ない施工が可能とな
り、張出部分のプレキャストブロック化と相まって、欠陥の少ない柱頭部を短期間に低コ
ストで安全に構築することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明を図示する実施形態に基づいて説明する。図１は、本発明の施工方法によ
り築造された柱頭部の一例を示す側面図である。図２は、本発明の柱頭部の施工方法の第
１工程である柱頭部の橋脚直上部分の施工方法の一例を示す側面図である。図３は、第２
工程である柱頭部の張出部分の施工方法の一例を示す側面図と橋軸方向から見た正面図で
ある。
【００３３】
　図１の実施形態において、ＰＣ箱桁橋の橋脚１の上に柱頭部２が築造される。この柱頭
部２は、橋脚直上の橋脚直上部分２ａと、この橋脚直上部分２ａの橋軸方向の左右両側に
張り出す張出部分２ｂから構成され、柱頭部２の上面に、ＰＣ橋の片持ち張出架設工法に
用いられる移動作業車Ｗを左右に配置するスペースが確保される（図４参照）。なお、橋
脚１と柱頭部２は剛結される場合と、橋脚１と柱頭部２の間に支承が設置される場合があ
る。
【００３４】
　図４に示すように、張出部分２ｂは主桁３の最初の部分を構成し、この張出部分２ｂか
ら張り出す移動作業車Ｗの先端部において、型枠の組立、鉄筋の組立、ＰＣ鋼材の配置、
そしてコンクリート打設・養生を行い、移動作業車Ｗを移動させながら前記工程を順次繰
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り返すことにより、主桁３（図４（ｂ）の左側）が築造される。
【００３５】
　本発明では、図１に示すように、柱頭部２を橋脚直上部分２ａと張出部分２ｂとに分割
し、橋脚直上部分２ａを現場打設コンクリートＡで築造し、張出部分２ｂをプレキャスト
コンクリートブロックＢで製作し、橋脚直上部分Ａにプレキャスト張出部分Ｂを間詰部Ｃ
により接合する。
【００３６】
　（1）橋脚直上部分Ａの施工
　図２に示すように、橋脚１の施工に引き続き、橋脚周りの施工足場１０をそのまま上方
に延長し、橋脚直上部分Ａを現場打設で施工する。ここで、施工するのは、橋脚直上部分
２ａのみであるため、従来のように張出部分２ｂの主桁に係る底版部分の築造は行わない
ので、コンクリートの打設に際して、この底版部分のコンクリートの溢れ出しは生じない
。従って、橋脚直上構造に適した流動性の生コンクリートを選定して施工する。
【００３７】
　なお、橋脚直上部分２ａの上版部分には、主桁３の断面と同様に、橋軸直角方向に張り
出す床版張出部が設けられているが、橋脚直上部分２ａの下部のコンクリート打設が終了
した後、この下部コンクリートの側面に小さなブラケットを取り付けて、上部のコンクリ
ートを打設することにより、橋脚直上部分２ａの床版張出部を築造する。
【００３８】
　（2）プレキャスト張出部分Ｂの施工
　図３に示すように、橋脚直上部分Ａの上に鋼製またはコンクリート製の受台２０を設置
し、この受台２０の上に橋軸方向に平行な架設ビーム（Ｈ形鋼等）２１を配置する。架設
ビーム２１は、橋軸方向の左右に所定長さで張り出し、その中央部を橋脚直上部分Ａに埋
め込んだアンカーまたは仮固定アンカー２２に接続して固定する。
【００３９】
　この架設ビーム２１の先端部の上には、橋軸直角方向に平行な横ビーム２３を設置し、
この横ビーム２３の上には、吊上げ装置（センターホールジャッキ等）２４を設置する。
この吊上げ装置２４の吊り材によりプレキャスト張出部分Ｂを橋脚１の足場１０に干渉し
ない位置で吊り上げ、接合を行える所定の高さ位置まで吊り上げる。
【００４０】
　吊り上げたプレキャスト張出部分Ｂは、別に設置した盛替え装置２５の吊り材に盛り替
える。盛り替え後の高さの微調整は汎用ジャッキで行う。その後、横移動装置（油圧ジャ
ッキ等）２６により、橋脚直上部分２ａに接近する方向に水平移動させ、所定の位置まで
引き込み、橋脚直上部分Ａとプレキャスト張出部分Ｂとを汎用鋼材で仮止めする。橋脚直
上部分Ａとプレキャスト張出部分Ｂとの間には、0.5～1.0ｍ程度の間詰部Ｃが形成される
ため、水平移動はこの間詰部Ｃを残すところまで行う。
【００４１】
　この間詰部Ｃに使用する型枠及び安全設備は予めプレキャスト張出部分Ｂに取り付けて
おき、この間詰部Ｃにおいて鉄筋やＰＣ鋼材シース管などの接続を行った後、コンクリー
トを打設して間詰部Ｃを築造する。
【００４２】
　プレキャスト張出部分２ｂの吊り上げには、吊り材に接続される吊上げ治具２７と、こ
れに吊り下げられる型枠・支保工３０を用いることができる。この型枠・支保工３０を用
いて、プレキャスト張出部分２ｂを橋脚下の吊りビームの直下付近やその他の場所で製作
する。また、この型枠・支保工３０は、移動作業車Ｗ内に設置する張出架設工法用の型枠
・支保工を利用することもできる。
【００４３】
　なお、以上はＰＣ箱桁橋について例示したが、これに限らず、その他のＰＣ橋梁にも適
用できることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の施工方法により築造された柱頭部の一例を示す正面図である。
【図２】本発明の柱頭部の施工方法の第１工程である柱頭部の橋脚直上部分の施工方法の
一例を示す側面図である。
【図３】本発明の柱頭部の施工方法の第２工程である柱頭部の張出部分の施工方法の一例
を示す、（ａ）は側面図、（ｂ）は橋軸方向から見た正面図である。
【図４】ＰＣ橋梁の移動作業車を用いた張出架設工法を示す、（ａ）は側面図、（ｂ）は
橋軸方向から見た正面図である。
【図５】従来の柱頭部の施工方法を示す側面図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１……橋脚
　２……柱頭部
　２ａ…橋脚直上部分
　２ｂ…張出部分
　３……主桁
　１０…施工足場
　２０…受台
　２１…架設ビーム
　２２…アンカーまたは仮固定アンカー
　２３…横ビーム
　２４…吊上げ装置
　２５…盛替え装置
　２６…横移動装置
　２７…吊上げ治具
　３０…型枠・支保工
　Ａ……橋脚直上部分（現場打設コンクリート）
　Ｂ……プレキャスト張出部分（プレキャストコンクリートブロック）
　Ｃ……間詰部
　Ｗ……移動作業車
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